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寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和６年１月16日（火）午後１時20分から午後２時15分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第二委員会室
３　出席委員（17名）　※番号は席番号

１番　北川　康裕　　　　　　　　　　　　　２番　滝本　多美子
３番　入江　剛　　　　　　　　　　　　　　４番　南　昌男（会長）
５番　川口　智之　　　　　　　　　　　　　６番　津澤　謙次
７番　枡井　信仁　　　　　　　　　　　　　８番　金谷　伸太郎（農政企画委員長）
９番　川口　茂明（農地調整委員長）　　　　10番　筏　眞智子
11番　田伐　厚子　　　　　　　　　　　　　12番　森田　隆義
13番　小橋　牧子　　　　　　　　　　　　　14番　田中　久治　　　　　　　　　　　　　
15番　堤下　敏　　　　　　　　　　　　　　16番　田中　悦子
17番　溝口　透（会長職務代理者）
４　欠席委員（０名）

　　　　
５　遅刻委員（０名）

　　
６　議事日程
　　第１　議案第21号　相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況確認について
　　第２　議案第22号　特定農地貸付けの承認申請について
第３　報告第36号　農地法第18条第６項による合意解約の通知について
第４　報告第37号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第５　報告第38号　農地法第４条第１項第７号による届出受理の取消願について
第６　報告第39号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について
７　農業委員会事務局職員

　  局長　　　山口　美加 　　　　　　　　　 　職員　　　阪本　一彦
　　職員　　　谷内　奈央　
８　議長　会長　南　昌男
９　会議の概要
（　午後１時20分　開会　）
　議長（南会長）　定刻前ですが皆さんお集まりですので、ただいまより１月の委員会総会を始めさせていただきます。
それでは、寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることになっておりますので、議事を進行させていただきます。
それでは、議事に入らせていただきます。
議案第21号　相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況確認について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　議案第21号　相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況確認についてご説明させていただきます。
まず始めに、相続税の納税猶予制度について、ご説明させていただきます。
現在、本市で農地の相続時において相続税の納税猶予を受けられるのは、市街化調整区域内の農地と市街化区域内の生産緑地に限られ、お亡くなりになるまで耕作することで相続税の納税が猶予されますが、平成21年12月14日までに相続された市街化調整区域内の農地については、20年間適正に耕作されていた場合は、相続税が免除されることとなっております。その免除するかどうかの判断を、農業委員会の意見に基づいて税務署が行うこととなっています。
それでは、案件についてご説明申し上げます。
（議案第21号　件番１朗読）
本件につきまして、場所は木屋地区にあるトラックステーションの南側、鞆呂岐神社の北側でございます。
平成15年５月３日に相続されており、相続開始から20年を迎えています。地区担当委員と１月９日に現地確認を行い、適正に耕作されていることを確認いたしました。
現況は写真のとおりです。
　議長　　　　　　ただいま、事務局の説明が終わりました。本件については、地区担当委員から報告をお願いします。
　地区担当委員　　現地確認を行い、適正に耕作されている状況を確認しましたので、問題ないかと思います。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等ござい
ますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、農地として適正に耕作されているものとして税務署に回答してご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）

ご異議がないようですので、回答いたします。
次に議案第22号　特定農地貸付けの承認申請について、事務局から説明を
お願いします。
　事務局　　　　　議案第22号　特定農地貸付けの承認申請について、ご説明させていただきます。
「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」とは市民農園を開設するための法律です。この法律に基づき、市民農園を開設する場合は、市町村及び農業委員会に対して、申請を行うことが必要となります。
それでは案件についてご説明申し上げます。
（議案第22号　件番１朗読）

件番１については、１月５日の農地調整委員会において、現地確認及び譲受人に聴聞を行い、審議いたしました。
申請地は、国道170号大阪外環状線沿いファーストフード店を東側に入ったところでございます。
申請人は、申請地において自ら貸農園を開設され、区画数は８区画、１区画あたり17.5㎡、年間１万７千円で貸付予定ということです。
現況は画面のとおりです。
本総会にて承認いただきましたら、寝屋川市と農地所有者で貸付協定を結ぶものでございます。
また、貸農園の開設にあたる整備費用については、本市産業振興室が現在取り組んでいる事業である「貸農園整備事業補助金」を活用される予定で、本市広報誌にてシルバー世代の利用者を募集する計画です。
それではご審議のほど、よろしくお願いいたします。

　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がありましたが、１月５日に農地調整委員会を開催し、現地確認及び貸農園を開設される農地所有者に聴聞を行っていますので、農地調整委員長から説明をお願いします。
　農地調整委員長　１月５日に農地調整委員会を開催し、現地調査及び農園の開設者に聴聞を行いました。
　　　　　　　　　区画割りもすでに出来ていましたし、水道も引き込んでおりますので、開園については問題ないと判断いたしました。
　議長　　　　　　ただいま、川口委員長から説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　ご質問等がないようですので、承認してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　　ご異議がないようですので承認いたします。次に報告第36号　農地法第18条第６項による合意解約の通知について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　報告第36号　農地法第18条第６項による合意解約の通知について、ご説明申し上げます。
農業委員会へ届出している賃貸借を当事者間で合意解約した際は、農業委員会へ届出いただいているものです。
（報告第30号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所はＡＢＣ公園の北西側、池田小学校の東側でご　　ざいます。
本件は、12月15日に受付をし、12月18日に地区担当委員と現地確認を行い、12月28日に会長専決により届出を受理したものでございます。
本届出地に今後グループホームを建てる目的で転用予定のため、今回合意　解約されたということです。
現況は写真のとおりです。
　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がありましたが、私の担当地区で現地確認もさせていただきましたので、説明させていただきます。
　　　　　　　　　この後の一時転用の案件でも出てきますが、この農地を転用し、グループホームを建てる予定とのことです。転用するにあたり賃借人には離作補償もされるとのことです。
問題ないかと思いますが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に報告第37号　農地法第４条第１項第７　号による転用届出に係る専決報告について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　報告第37号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、ご説明させていただきます。
農地法で今後も農地を残していこうという区域の市街化調整区域と住宅地が建ち並び、今後も宅地化が見込まれる区域市街化区域の線引きがされている場合で、市街化区域内の農地を転用する場合には、許可ではなく届出をすれば良いことになっております。
農地所有者等から農地転用の届出があった場合には、届出があった農地の地区担当委員と事務局で現地確認を行います。現地確認では、付近農地の耕作に問題がないかを確認します。例えば、農業用水の取込みや雨水排水が隣接農地へ流れ込まないか等を確認します。事務局で届出書類を確認し、問題がなければ会長による決裁となります。その後、直近の農業委員会総会において、報告案件として報告します。
それでは、案件についてご説明申し上げます。
（報告第37号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は木田元宮地区にある鉄道車庫の南側、市立南幼稚園の北側でございます。
本件は11月27日に受付を行い、地区担当委員と12月７日に現地確認をし、12月８日に会長専決により届出を受理したものでございます。
本案件は、隣接地で貸農園の整備をする際に、本届出地を転用の届出をする前に、駐車場として造成してしまったということで、経過書をとともに届出いただいたものです。
雨水排水に関しては、東側側溝へ放流される予定ですので、問題ございません。
現況は写真のとおりです。
（報告第37号　件番２朗読）

件番２につきまして、場所は東香里園町の住宅街の一角でございます。
本件は、12月５日に受付を行い、地区担当委員と12月13日に現地確認し、12月15日に会長専決により届出を受理したものでございます。
雨水排水は地下浸透されており、周辺に農地がないため問題ございません。
現況は画面のとおり、すでに露天駐車場になっており、転用届出を失念していたということで、経過書とともに届出がありました。
駐車場の半分は筆が分かれており、昭和49年に転用の届出がされております。

（報告第37号　件番３朗読）

件番３につきまして、場所は第二京阪道路北側、府立北かわち皐が丘高等学校南側の住宅街の一角でございます。
本件は、12月６日に受付を行い、地区担当委員はこの土地を借りられており関係者であるため、隣接地区担当委員と12月12日に現地確認し、12月15日に会長専決により届出を受理したものでございます。
雨水排水は、北西側の側溝へ放流されており、周辺に農地もないため問題ございません。
現況は画面のとおりです。先代の頃、農地として貸借されていたところ、借りられている方が家を建ててしまったということで、経過書とともに届出があったものです。
（報告第37号　件番４朗読）

件番４につきまして、場所は先ほど農地法第18条第６項による合意解約の件でご報告しました案件と同じく、ＡＢＣ公園の北西側、市立池田小学校の東側でございます。
本件は、グループホームを建築する前に地盤調査を行うための一時転用の届出であり、12月15日に受付を行い、地区担当委員と12月18日に現地確認をし、12月28日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は画面のとおりです。既に地盤調査は完了しており、原状回復後、報告書も提出されております。
　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がございましたが、件番１について、地区担当委員から説明をお願いします。
　地区担当委員　　周辺の農地は、隣接する本人所有農地のみで、雨水排水も問題ないかと思います。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に件番２について、地区担当委員から説明をお願いします。
　地区担当委員　　事務局から説明があった通り、既に駐車場となっていましたが、周辺に農地もないことから、問題ないと思います。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等はございますか。

（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に件番３について、現地確認をしていただいた委員から説明をお願いします。
　委員　　　　　　以前から建物がたっており、周辺に農地もないことから、問題ないと思います。
　議長　　　　　　ただいま、隣接地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等はございますか。

（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に件番４については、私の担当地区ですので、説明をさせていただきます。
この案件は、先ほどの報告第36号の合意解約の件と同じ件になります。
　　　　　　　　　グループホームを建てるための地盤調査とのことで一時転用になります。今後農地として残す部分との分筆をし、本転用を出してこられるというこ
とです。
　　　　　　　　　このことについて、何かご質問等ございますか。
　委員　　　　　　取消願をするにあたって、何か要件はあるのですか。
　事務局　　　　　現況が造成等されず農地のままであり、かつ当時発行した受理通知書等を添付書類として提出していただく必要があります。
　議長　　　　　　他に何かご質問等はございませんか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に報告第38号　農地法第４条第１項第７号による届出受理の取消願について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　報告第38号　農地法第４条第１項第７号による届出受理の取消願について、ご説明させていただきます。
（報告第38号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は高良神社の南側でございます。
平成７年11月16日に届出があった地番に誤りがあり、別の場所の山林を露天駐車場にしてしまったということで、本件の農地については、農地のまま耕作されているという申し出により12月21日に取消願があったものです。
　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がありましたが、何かご質問等ございませんか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に報告第39号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　報告第39号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について、ご説明させていただきます。
（報告第39号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は市立点野小学校の北東側、府立西寝屋川高校の北西側でございます。
本件は、12月４日に受付を行い、地区担当委員と12月８日に現地確認し、12月15日に会長専決により届出を受理したものでございます。
雨水排水は道路側溝へ放流される予定で、周辺に農地もないため問題ございません。
現況は画面のとおりで、受理通知前に着工していたため、経過書を提出していただいております。
（報告第39号　件番２朗読）
件番２につきまして、場所は市立木田小学校の西側でございます。
本件は、12月５日に受付を行い、地区担当委員と12月７日に現地確認をし、12月15日に会長専決により届出を受理したものでございます。
雨水排水に関しては、側溝から水路へ放流予定で、周辺に農地もないため問題ございません。
現況は画面のとおりです。
　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がありましたが、件番１について、私の担当地区ですので、説明させていただきます。
露天駐車場への転用ですが、周辺に農地もなく、雨水排水も問題ないかと思います。
このことについて何かご質問等ございますか。
　委員　　　　　　南側の進入路に、露天駐車場と記載がありますが、駐車場を通って入るということでしょうか。
　事務局　　　　　おっしゃる通り、南側から進入する場合は、露天駐車場となっている土地を通ることになりますので、その土地の所有者から通行の同意を得ている旨の書類を提出されております。
　議長　　　　　　他に何かご質問等はございませんか。

（「なし」の声あり）

　議長　　　　　　ご質問等がないようですので、次に件番２について、地区担当委員のから説明をお願いします。
　地区担当委員　　小さな三角地で残地として残っていたものです。周辺に農地もなく、雨水排水も東側に水路に放流されるということですので、問題ないかと思います。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、本日の議案・報告は以上となります。
事務局から連絡事項があれば説明をお願いします。
　事務局　　　　　ございません。
　
　議長　　　　　　以上をもちまして、１月の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後２時15分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。

令和６年１月16日

寝屋川市農業委員会
会長　南　　昌　男
署名委員　　　　　　　　　　　　
署名委員　　　　　　　　　　　　
　
　
